[bookmark: _GoBack]つくばみらい市告示第１４６号

　つくばみらい市農業経営者原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱を次のように定める。

　　　令和４年１０月６日

つくばみらい市長　小　田　川　　浩　　　


つくばみらい市農業経営者原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱

（趣旨）
第１条　この告示は、原油価格・物価高騰により経済的に影響を受けている市内農業経営者を支援するため、農業経営者原油価格・物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
（支援対象者）
第２条　支援金を受けることができる農業経営者（以下「支援対象者」という。）は、令和４年４月１日（以下「基準日」という。）において、市内に住所を有する者（法人においては市内に主たる事業所を置く者）又は人・農地プランにおいて地域の中心経営体に位置付けられている者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
（1） 令和３年分の農業収入を申告している者（個人）又は直近事業年度の法人税を
申告している者（法人）
（2） 令和３年分（個人）又は直近事業年度（法人）の農業収入額が５０万円以上の
　者
（３）　支援金の支給後においても、農業経営を継続する意思がある者
２　支援対象者が基準日以降に死亡した場合には、次に掲げる要件を満たす新たな相続人又は相続人代表者へ支給するものとする。
　（１）　市内に住所を有する者
　（２）　自ら農業経営を引き継ぐ意思がある者
３　基準日以前に経営移譲をし、前経営体と同一経営と認められる場合は、前経営体の農業収入額とする。
（支援金額）
第３条　支援金の額は、予算の範囲内において、次の表のとおりとする。
	確定申告による農業収入額
	支援金額

	５０万円以上１００万円未満
	３０，０００円

	１００万円以上２００万円未満
	６０，０００円

	２００万円以上３００万円未満
	１００，０００円

	３００万円以上４００万円未満
	１４０，０００円

	４００万円以上５００万円未満
	１８０，０００円

	５００万円以上６００万円未満
	２２０，０００円

	６００万円以上７００万円未満
	２６０，０００円

	７００万円以上８００万円未満
	３００，０００円

	８００万円以上９００万円未満
	３４０，０００円

	９００万円以上１，０００万円未満
	３８０，０００円

	１，０００万円以上
	４００，０００円


２　前項に掲げる農業収入額は次の各号によるものとする。ただし、農業収入額は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。）までに確定した額とする。
（1） 　個人　令和３年分の確定申告
（2） 　法人　直近の事業年度の法人税申告
（支援金の申請）
[bookmark: _Hlk114668332]第４条　支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、施行日から令和５年２月２８日までに農業経営者原油価格・物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書（様式第１号）に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（支援金の支給決定等）
第５条　市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書を審査し、必要に応じて現地調査をした上で、支給又は不支給を決定し、農業経営者原油価格・物価高騰対策支援金支給・不支給決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
（支援金の返還請求）
第６条　支援金の支給後、支援対象者に偽りその他不正があったと認められたときは、支給を受けた支援対象者は市長の請求に応じ、支援金を返還しなければならない。
（補則）
第７条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この告示は、公布の日から施行する。
（失効）
[bookmark: last]２　この告示は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。
（失効に伴う経過措置）
３　第５条の規定による支給決定を受けた者にかかる支援金の支給等については、この告示の失効後もなお従前の例による。

